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勉強会の設置について

⚫ 第44回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会
において、関係者による勉強会を設置し、詳細な要件について議論を進展させていくこととした。

⚫ 機器のDRready要件を検討するにあたり、『機器本来の用途とDRをどのように共存させるか』
『どのような価値を提供するDR活用のユースケースを想定するか』によって、DRreadyに必要な
機器の機能が異なることから、まずは、これらを関係者間で共有することが肝要。

⚫ また、『機器の本来用途』や『DR活用のユースケース』は機器毎に異なることから、DRreadyの
要件は機器毎に検討が必要。まずは、足元普及が見込まれ、消費電力が大きいヒートポンプ給
湯機から、『通信接続機能』、『外部制御機能』、『セキュリティ』といった機器のDRready要件の
検討を始める（今後、本勉強会にて、家庭用蓄電池等、他の機器についてもDRreadyの検討
の進展させることを想定）。

各要件のイメージ

通信接続機能

例えば、『機器がゲートウェイを介してDRサービサーと接続できること』等、何と機器が接続できるインターフェース
を具備しているかを想定。

外部制御機能

例えば、『機器が消費電力を送信できること』等、機器の情報連携機能や外部の指令を受けて実行する機能を
想定。

セキュリティ

ERABに必要なセキュリティ対策を講じるために、機器に具備することが必要な機能・基準を想定。
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（参考）DRready要件検討の進め方について

⚫ DRready要件に関しては、これら諸外国の事例を参考としつつ、通信接続機能や外部制御機
能、セキュリティ等について検討していくことが必要。なお、現状においても給湯機の一部のメーカー
は、通信接続機能や外部制御機能を具備した商品を販売している。

⚫ 検討に当たっては、機器を販売する事業者や電力事業者等、関係者が多岐に渡るため、関係者
による勉強会を設置し、詳細な要件について議論を進展させていくこととしてはどうか。

⚫ ヒートポンプ給湯機の規格や電気料金の契約要件等のあり方を検討する機器メーカー・小売電
気事業者とも連携して、検討を進めていくこととしたい。

〈想定される要件（案）〉

〈勉強会の構成（案）〉

➢ 例えば、サービサーがゲートウェイや機器と接続するサーバーと接続できるインターフェースを持つこと

➢ 例えば、電力の需要を増減させる機能、消費電力を取得する機能、個別の機器識別できる情報

➢ 関連する機器のセキュリティ指針との整合性を持った要件の設定

通信接続機能

外部制御機能

セキュリティ

➢ DRready要件を検討する機器、セキュリティ・通信、アグリゲーションに知見のある有識者

➢ DRready要件を検討する機器、その機器に通信プロトコル、アグリゲーションに関わる電気事業者に関連する業界団体

委員

オブザーバー

（出典）第44回 総合資源エネルギー調査会 
           省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会
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（参考）世界的なエネルギー柔軟性需要の高まり

（出典）IEA World Energy Outlook 2023 より抜粋し、資源エネルギー庁にて仮訳

⚫ IEAは、IEAのAPS(発表済み誓約シナリオ)では、新たな需要パターンへ対応するために、短期的
な柔軟性を現状から2050年までの間に４倍以上へと増大する必要があるとし、これは、需要
抑制、火力、水力、バッテリー、デマンドレスポンスを含む様々な手段により実現されると予想。

⚫ また、変動性再生可能エネルギーによる電力供給の割合および電力消費量がともに増加している
ため、短期的な柔軟性と季節的な柔軟性の両方のニーズが高まっていると分析している。

⚫ 加えて、NZEシナリオでは、需要側の対応策を利用することで、消費者は、特にEV充電や給湯ス
ケジュールの調整を通じて、先進国において2050年までに10％程度のエネルギー料金削減を
達成できる可能性があるとしている。
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（参考）IEAによるディマンド・リスポンスの政策的示唆

⚫ IEAによると、「柔軟でスマートなディマンド・リスポンスを実現するためには、モニタリング、管理、
データ共有メカニズムの標準化を政策的に義務付ける必要がある。これらの義務化は、データへ
のアクセス、共有、利用に対する障壁に対処し、エネルギー・バリュー・チェーン全体のデータ保
護とサイバー耐性のための強固なメカニズムを確保するために機能する。コンプライアンス違反に
対する罰則を含む執行メカニズムは、遵守と説明責任を確実にするため、極めて重要である。消
費者の関与やコンプライアンスのレベルは、省エネルギー対策の効果に直接影響し、資源の利
用を最適化するため、需要応答にとっても極めて重要である。」との方向性が示されている。

（出典）IEA World Energy Outlook 2023 より抜粋し、資源エネルギー庁にて仮訳
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機器のDRreadyの方向性 ① 機器の本来用途とDRのあり方

⚫ 機器のDRready要件を検討するにあたり、機器の本来用途を考えることは重要である。

⚫ 例えば、ヒートポンプ給湯機は、需要家にお湯を提供する用途に使用される機器であるため、給湯
が必要なタイミングでお湯を需要家に提供できることが重要。この機器の本来用途を阻害する
ことなくDR活用を可能にすることが肝要である。

⚫ また、有識者の声として、『需要家はいつも通りお湯を使って、勝手にDRがなされているような状態
にならないとDRが普及しないのではないか』といった意見もある。

⚫ 以上より、機器の本来用途を加味した上で、DR活用できる状態であることを機器の
DRreadyの方向性としてはどうか。
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機器のDRreadyの方向性 ① 機器の本来用途とDRのあり方：ヒートポンプ給湯機

⚫ ヒートポンプ給湯機は、機器本体又は機器メーカーサーバー（以降、機器等）が需要家の行動に合わせた
沸き上げ計画を立て、沸き上げを実行することで、必要なお湯を需要家に提供している。一部の機器において
は、需要家のお湯の需要を学習して、最適な沸き上げ計画を策定する高度な機能を有しているものもある。

⚫ 例えば、ある時刻の電気需要を増やすためにDRによって沸き上げの一部を通常より遅い時刻にシフトした場
合、シフト後の沸き上げが完了するまでの間、一時的に当初の計画より残湯量が減ることになることから、DRが
ない場合と比べて必要なお湯を提供できない可能性が高まる。また、ある時刻に電気の需要を下げるために
DRによって沸き上げ時刻を当初より遅い時刻にシフトした場合も、同様である。

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

計画

残湯量

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

残湯量

シフト

■主に夜間に沸き上げるているヒートポンプ給湯機を
日中の需要を増やすためにシフトする場合

■主に昼に沸き上げているヒートポンプ給湯機を
日中の需要を下げるためにシフトする場合

必要なお湯を給湯できない
可能性が高まる

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

計画

残湯量

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

残湯量

シフト

必要なお湯を給湯できない
可能性が高まる

通常時

DRあり

通常時

DRあり
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機器のDRreadyの方向性 ① 機器の本来用途とDRのあり方：ヒートポンプ給湯機

⚫ ヒートポンプ給湯機が必要なお湯を需要家に提供するという本来用途と両立してDRをするためには、DRを加
味した沸き上げ計画を事前に策定する必要がある。このDRを加味した沸き上げ計画が立てられる仕組みとし
て以下２つのパターンが考えられる。

・ DRサービスを行う事業者（以降、DRサービサー）がDR可能量を機器等から取得し、その範囲内でDR指令を機器等に送
信、機器等がDR指令を加味した沸き上げ計画を作成する。

・ DRサービサーが機器の状態を機器等から取得し、DRサービサーがDRを加味した沸き上げ計画を立て、機器等に送信する。

⚫ 後者の場合、機器メーカーの高度な専門性によるところが大きい、沸き上げ計画をDRサービサーが立てる必要あ
があり、また、DRサービサーが機器の多くの情報を取得する必要があることから、前者（機器等がDR指令を加
味した沸き上げ計画を作成する）を基本としてはどうか。

⚫ なお、民間事業者間の取引の中で、DRサービサーと機器メーカーが上記パターンに限らず高度に連携し、DRを
実施することを妨げるものではない。

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

計画

残湯量

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

残湯量

シフト

必要なお湯を需要家に提供

計画

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

計画

残湯量

消費電力

0:00 12:00 時刻

計画

0:00 12:00 0:00

残湯量

シフト

必要なお湯を需要家に提供

通常時

DRあり

通常時

DRあり

■主に夜間に沸き上げるているヒートポンプ給湯機を日中の需要
を増やすためにシフトする場合

■主に昼に沸き上げているヒートポンプ給湯機を日中の需要
を下げるためにシフトする場合
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機器のDRreadyの方向性 ② DR活用のユースケース

（出典）第8回 次世代の分散型電力システムに関する検討会

⚫ 機器のDR活用によりもたらされる価値は、以下が想定される。

i. 系統：需給調整市場、容量市場の発動指令電源への調整力供出

ii. 小売電気事業者：インバランスや調達コストの低減

iii. 需要家：TOU※1やRTP※2の安い時間帯での電気の使用等による電気代削減

⚫ 例えば、ⅰの場合、計量や指令に対する許容範囲等の詳細な市場要件を遵守する必要がある
一方で、ⅱやⅲの場合であれば、適切な時刻に電気の需要をシフトするだけで価値を得ることが
できる場合もある。

⚫ 今後のDR普及に向けては多様な価値がもたらされるべきであり、ⅰ～ⅲ全てに対応できることが
望ましいものの、機器毎の特徴を踏まえて、ⅰ～ⅲへの適応を考えていく必要がある。

※1 TOU
※2 RTP

：固定変動型料金
：完全変動型料金
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機器のDRreadyの方向性 ② DR活用のユースケース：ヒートポンプ給湯機 ⅰ系統

⚫ 系統に価値提供する場合のDR活用方法として、容量市場が想定される。また、需給調整市場
においては、2026年度より低圧リソース参加開始の方針が示されている。

⚫ また、将来的なローカル系統での調整力として活躍が期待されている。

⚫ 例えば、系統活用の中で比較的要件が厳しくない需給調整市場の三次調整力においては、事
前審査として、５分の電力平均値が指令値に対し10％の誤差範囲に入ることが求められる。

⚫ この事前審査の要件をヒートポンプ給湯機単体で達成しようとした場合、DRの間、指令値に追従
するために沸き上げ計画を随時変更する必要がある。事前に沸き上げ計画を策定し、実行する
ヒートポンプ給湯機の特性を考えると、沸き上げ計画の変更とその実行を指令値に都度変更する
機能を具備する必要があるものの、このような機能を一律に求めることは困難と考えられる。

⚫ 他方、通常の沸き上げ計画からシフトすることで、需要抑制は可能であり、他の種類のリソースと組
み合わせること等により、系統で活用することは可能と思料。

⚫ これらを踏まえると、他の種類のリソースと組み合わせたリソース群の一部として、指令値への追従
を可能とする活用を想定して、DRreadyの要件を検討することとしてはどうか。

⚫ 併せて、リソース群の一部として活用することを想定して、系統に価値提供する場合に必要な機
器等の情報に関しても整理が必要。



機器のDRreadyの方向性 ② DR活用のユースケース：ヒートポンプ給湯機
ⅱ.小売電気事業者、ⅲ.需要家
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⚫ 小売電気事業者に価値提供する場合のDR活用方法として、インバランスや調達コストの低減が
想定される。

⚫ 本ケースにおける活用の要件は、民間事業者間での取引の中で取り決められることであり、精緻に
定まったものはない。電力市場のような指令値への追従を求める活用があり得る一方で、ある時
刻に沸き上げする、またはしないことを求める活用もあり得る。

⚫ 次に、需要家に価値提供する場合のDR活用方法として、TOUやRTPのような電気料金メニュー
に合わせて、需要家の電気料金が安くなるように沸き上げ時刻を最適化するような活用が想定さ
れる。

⚫ 本ケースにおいては、需要家の行動に合わせつつ、電気料金が安い時刻に沸き上げることを求め
る活用が想定される。

⚫ 前述の通り、指令値への追従に関しては、ヒートポンプ給湯機のみで実現することを求めるのは困
難であることから、DRの時刻に沸き上げする、またはしないといったDR活用を想定して、ヒートポ
ンプ給湯機のDRready要件を検討することとしてはどうか。



15

１．勉強会の設置
２．機器のDRreadyの方向性

① 機器の本来用途とDRのあり方
② DR活用のユースケース

３．セキュリティについて
４．まとめ



セキュリティに関して

⚫ DRの活用を含むERAB※のサイバーセキュリティに関するガイドラインとして、エネルギー・リソース・ア
グリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインがある。

⚫ ERABに関しては、当初、想定されていなかった脅威やGWを介さないDRサービサーと機器等の
連携の仕組みの活用も増加しており、こうした観点に留意して検討していく必要がある。

⚫ また、IoT機器の増加に伴い、IoT機器の脆弱性を狙ったサイバー脅威も高まってきたことから、
IoT機器のセキュリティに関して、評価制度やガイドライン等検討が進展している。

⚫ こうしたIoT機器の評価制度やERABガイドライン等を踏まえ、ERABを行う上でヒートポンプ給湯
機に必要なセキュリティの要件を検討することとしてはどうか。

※ERABとは、VPPやDRを用いて、一般送配電事業者、小売電気事業者、需要家、再生可能エネルギー発電事業者といった取引先に対し、調整力、供
給力、インバランス回避、電力料金削減、出力制御回避等の各種サービスを提供する事業のことを示す。



17

（参考）セキュリティに関するガイドライン・評価制度

17（出典）第8回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ3（サイバーセキュリティビジネス化）

〈エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス
に関するサイバーセキュリティガイドライン〉

〈IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度〉
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まとめ

⚫ 今回整理したヒートポンプ給湯機のDRreadyの方向性を踏まえ、次回以降の勉強会
において、『通信接続機能』、『外部制御機能』、『セキュリティ』等の具体的な要件を検
討していくことしてはどうか。

ヒートポンプ給湯機のDRreadyの方向性

① 機器の本来用途とDRのあり方

✓ DRサービサーがDR可能量を機器等から取得し、その範囲内でDR指令を機器等に送信、
機器等がDR指令を加味した沸き上げ計画を作成するパターン

を基本として、DRready要件を検討する。

② DR活用のユースケース

✓ リソース群の一部として、指令値への追従を可能とする活用

✓ DRの時刻に沸き上げする、またはしないといったDR活用

を想定して、DRreadyの要件を検討する。

⚫ セキュリティに関しては、IoT機器の評価制度やERABガイドライン等を踏まえ、ERABを
行う上でヒートポンプ給湯機に必要なセキュリティの要件を検討することとしてはどうか。
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